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＊レジュメ内のデータ等は消費者庁HPより



（１） 調査対象地域：徳島県・岡山県

（２） 調査対象者：障がい者及びその家族、施設

（３） 調査期間：平成29年10月10日～平成30年1月20日

（４） 配布枚数：障がい者本人 4,474枚：1,922枚回収（回収率４２．３％
支援者用 4,322枚：1,874枚回収（回収率４３．

４％）
施設・団体 174枚：128枚回収（回収率４５．

８％）

Ⅰ．消費者庁消費者行政新未来創造オフィスの取組みから

１ 平成29年度障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査報告書
―精神障がい者、知的障がい者、発達障がい者の消費行動を中心に―
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アンケート調査結果概要

全体的に買い物好きな人が多い
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消費行動 消費者トラブル
精
神
障
が
い
者

徒歩や自転車等により一人で買物に行くことが多く、
家族・親族や福祉サービス職員の運転で車で買物に
行くことも多い

・支援者の認識と比べ、周囲の人々（家族・親族や福
祉サービス職員）や店舗に相談する傾向がある一方、
誰にも相談しないことがある。

・支援者の「無回答」が本人と比べて際立って多く、
本人がどのような対処をしたか周囲が把握しきれて
いない可能性もある。

知
的
障
が
い
者

・入所、通所の施設を利用し、福祉サービス職員が
支援を主に担っている。

・居住する市区町村内で買物をすることが多く、地
域で見守っていくことが重要。

・買物には福祉サービス職員や家族・親族と同行す
ることが多く、特に車で出かける際は同行者の運
転がほとんど。

・既に生じた消費者トラブル、今後生じうる消費者ト
ラブルのいずれも、福祉サービス職員を始めとする
周囲の人々に相談をする傾向がある。

発
達
障
が
い
者

・家族・親族と同居する若者が中心であり、その支
援を得ている傾向。

・居住する市区町村内だけでなく、他の市区町村や
県外で買物をすることも多い。

・インターネットを様々な用途で利用し、買物にも
活用している。

・買物では、食料品を始めとする様々な品目を購入
するが、インターネット経由で購入するものは

「娯楽費・外食費」、「日用品・雑貨品」が多い。

・消費者トラブルの発生に際しては、支援者である家
族・親族を中心に相談する傾向。また、支援者が認
識する以上に、本人は周囲（家族・親族のほか、福
祉サービス職員等）に相談する傾向。

・「娯楽費・外食費」に関する消費者トラブルも少な
くない。インターネット通販による消費行動につい
て留意が必要。

・消費行動は広範囲に及ぶため、消費者教育は有効と
考えられる。



ヒアリング調査結果 障がいごとの特性
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２．障がい者の消費行動と消費者トラブル事例集
（20１９年５月公表）
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（４） 視覚障がい者
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（５） 聴覚障がい者
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（６） 肢体不自由
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３．障がい者の消費行動と消費者トラブル啓発出前講座実践事例集（2020年6月公表）

講座で心がけること

講座は障がいのある方の消費者被害を取りのぞくひとつの手段
・目的は何か
・目的を達成する手段は何にするか

対象者に応じた講座
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188の伝え方
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わかりやすい伝え方
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法の心とからだ

①法の心：法の精神・原理

②法のからだ

生活支援と連携した相談支援

・体験が乏しく、イメージしにくい

・困ったことを自分から相談することが苦手

⇒生活支援の中から困りごとをすくい上げる

↓
わかりやすい情報発信・体験による理解

自己決定の支援

・自分に自信をもつ

・寄り添う支援

（成蹊大学：吾妻聡先生より）
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１．特別支援学校（高等部）向け消費者教育教材の普及

Ⅱ．消費者庁新未来創造戦略本部の取組みへ

「ショウとセイコと学ぼう！大切な契約とお金の話」

（20２1年6月公表）



特色
・パワーポイント（カスタマイズ可）
・ワークシート
・指導書・解説あり
・学習指導要領との対比表あり

基礎編

実践編
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18（20２１年３月公
表）

２．見守りネットワークの更なる活用



（20２２年３月公表） 19



障がい者も消費者

自分のことは自分で決める

自己決定の主体として尊重する

↓
契約は、障がいのある消費者の自由・自立・責任を象徴する

最も大切な法的仕組み

「見守る力」「気づく力」「相談する力」の育成に向けて

障がい者が社会において「個人として尊重」される社会をめざ
して

消費生活相談員は、消費者トラブル等に関する専門家

家族・支援者は障がい者の消費生活に関する専門家

連携
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連携



人はみんな「消費者」

障がい者も消費者である

障がい者の自己決定を尊重する仕組みの構築

・法整備

・消費者教育

要素：教材・情報・担い手育成

＊＊障害の特性に配慮＊＊

・相談の環境整備

ソフト面

ハード面
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ご清聴ありがとうございました

トラブル ☎ １８８（イヤヤ）

公正な社会の構築に向けて

今できることから

気付き・見守り・連携
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家庭

社会

職場

家庭

社会

学校
学生

消費生活
サポーター

学校での学び⇒自立した消費者

学校の学びを活かした消費者市民育成
↓

消費生活サポーター

地域での学びの場つくり…学生の関与
・教材づくり・学校教育
・見守りネットワーク

担い手育成

子ども関連

福祉関係

産業労働関係

教育委員会

消費生活

連携
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産業・労働関係

福祉関係

教育委員会

学校

家庭

地域

社会
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消費者行政

消費生活相談

消費者教育

情報提供

行政指導等

人・情報・資源が連携する仕組みの構築
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